
 

 

県外から箕輪町へ移住した方の賃貸物件に住むための家賃費用の一部を助成  

 

 

 

 

令和６年１０月１日以降に県外から転入した①若者又は②子育て世帯のいずれか 

① 転入時において 40 歳未満の若者 

② 転入時において中学校を卒業する前のお子さんがいる子育て世帯 

※申請者及び世帯構成員が町への転入前５年以内に県内に居住していた場合は 

対象から除きます。 

 以下のすべてを満たす人 

・申請者が上伊那区域内の企業での就労または起業している 

  ※就労とは週 30 時間以上勤務で、社会保険及び雇用保険の被保険者であること 

・申請者が町内に所在する賃貸住宅の借受人（契約者） 

・申請者及び世帯員が箕輪町に住民票を有している 

・勤務先の転勤や出向、福祉施設への入所や学校への入学等による一時的な居住でないこと 

・申請者及び世帯員が町税等を滞納していない 

・国や県、町による住宅扶助や重複する家賃に対する補助を受けていない 

＜ご注意ください＞ 

国家公務員や地方公務員は対象から除きます（ただし、消防団員は除く） 

転入日から６か月以内に交付申請の手続きを行ってください。 

 

            以下のいずれかの賃貸物件にお住まいの場合は対象外となります 

・国または地方公共団体が所有または管理する住宅（県営住宅や町営住宅など） 

・勤務先が社員や職員を居住させる目的で貸与する社宅や寮 

・借り受ける物件が賃借人または世帯構成員の３親等内の親族が所有する住宅 

  ※賃借人または世帯構成員からみて、 

親、祖父母、曾祖父母、おじ・おば、いとこ、兄弟、子、孫、ひ孫が３親等以内の親族 

 

 

 

・賃貸借契約で定められた賃料 

  ※勤務先等から支給される住宅手当、共益費、管理費、駐車場使用料等については 

   対象経費から除きます。 

対象外となる賃貸物件 

対象となる人 

対象となる経費 

〔補助金額〕 対象経費の１/２、月額上限３万円 

〔補助期間〕 最長１２か月 

箕輪町若者・子育て世帯移住定住促進 

家賃支援事業補助金 



 

① 交付申請（申請書類の提出） 

※居住開始から６か月以内に交付申請の手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 町による書類審査、交付金額の決定、申請者への通知 

 

③ 実績報告（実績報告書類の提出） 

※年度内に支払うべき家賃をすべて支払ってから、実績報告書の提出をしてください。 

住宅登記完了から１月以内または申請年度３月末のいずれか近い期日までに書類提出 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 町による書類審査、交付金額の確定、申請者への通知 

 

 

⑤ 補助金の請求（請求書【様式第６号】の提出） 

    交付金額の確定及び申請者への通知後、請求書を提出してください。 

 

 

⑥ 町から補助金の支払い 

 

 

≪ご提出いただく書類≫ 

□ 実績報告書【様式第５号】 

□ 就労等の継続状況に関する書類（以下のいずれか） 

  ・就労証明書兼住宅手当等支給証明書【様式第３号】（民間企業などに就職された方） 

  ・事業の継続を確認できる書類（起業された方） 例：確定申告書類 など 

  ・青色事業専従であることがわかる書類（家業の方） 

□ 補助対象期間の家賃の支払いを証明する書類 

   例：家賃支払いの領収書、引き落とし記録が記載された通帳のページ など 

 

 

≪提出いただく書類≫ 

□ 交付申請書【様式第 1 号】 

□ 誓約書兼同意書【様式第 2 号】 

□ 戸籍附票の全部証明書（転入前５年以内に県内に住んでいないことが確認できるもの） 

□ 賃貸借契約書の写し 

□ 就労等の状況に関する書類（以下のいずれか） 

・就労証明書兼住宅手当支給証明書【様式第３号】（民間企業などに就職された方） 

・事業を開始した日がわかる書類の写し（起業された方） 例：開業届 など 

・青色事業専従であることがわかる書類の写し（家業の方） 

補助金受給の手続きの流れ 



 

 

 以下のいずれかに該当した場合は、変更申請書【様式第４号】の提出が必要となります。 

 添付する書類が整い次第、速やかに変更のお手続きをお願いします。 

・ 申請とは異なる賃貸住宅に転居した場合 

・ 申請とは異なる家賃や家賃手当に変更となった場合 

・ 補助対象期間中に補助対象外となる住宅へ転居した場合 

（持ち家の取得、公営住宅への転居、３親等以内の親族所有の賃貸住宅への転居など） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下のいずれかに該当するときは、補助金の全部または一部を返還していただきます。 

・交付申請日から３年以内に、世帯全員が町外に転居したとき 

・虚偽の申請により、補助金を受給したことが認められたとき 

・その他、町長が返還を相当と認めたとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※注 補助金の返還 

申請内容が変更となる場合 

≪提出いただく書類≫ 

□ 変更交付申請書【様式第４号】 

□ 賃貸借契約書の写し（町内の他の賃貸物件への転居や家賃が変更となった場合） 



 

A 交付申請から３年間は町内に住んでいただく条件があります。 

３年以内に町外に転居した場合は、基準に基づき補助金の返還を求めます。 

町内の別の賃貸住宅に引っ越した場合や町内で住宅を取得（購入）した場合は、 

町外に転出はしていないため、返還の対象とはなりません。 

また、町から交付決定された補助対象期間中に、町内で住宅を取得して 

転居した場合は、残りの補助対象期間については補助対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】 

箕輪町役場 企画振興課 みのわの魅力発信室 

電話：0265-79-3153（直通） 

 0265-79-3111（代表）  内線 1171 

Email : miryoku@town.minowa.lg.jp 

Q 町に何年以上住む必要がありますか？ 

A 補助の対象となる方の要件として、申請する方が上伊那区域内の企業での就労または 

起業していることが要件となるため、補助対象となりません。 

Q 県外の企業に勤めていましたが、テレワークが可能な仕事のため、 

転職をせずに町へ移り住みます。賃貸物件に住む場合は補助の対象となりますか？ 

 

A 町への転入時において、お子さんが中学校を卒業前であれば、その他の就労等の条件を満たして

いれば補助は継続されます。 

 

Q 補助期間の１２か月の途中で子どもが中学校を卒業します。 

  子どもが中学校を卒業してしまったら補助の対象から除外されますか？ 

補助金に関するＱ＆Ａ 

 

Ａ 結婚新生活スタートアップ事業によって、家賃の補助を受けている場合は、併用ができません。 

  賃貸物件でも、町内の町営住宅や県営住宅といった公営住宅にお住いになる場合は、 

家賃補助金を受けることができません。 

Q 町の住宅関連支援制度で併用ができない支援制度はありますか？ 

  また、賃貸物件でも対象外となる物件はありますか？ 

町ホームページからも申請できます！ 


